
がん教育外部講師派遣事業実施要綱の一部を改正する要綱 

がん教育外部講師派遣事業実施要綱（令和７年４月１日施行）の一部を次のように改正する。 

新 旧 

第１ （略）  

 

第２ （略） 

 

（事業内容） 

第３ 本事業は、県内のがん診療連携拠点病院及び宮城県がん診療連携推進病 

院（以下「拠点病院等」という。）の協力の下、外部講師による「がん教育」 

の実施を希望する学校に医師や看護師等の医療従事者を派遣する。 

 

（実施対象） 

第４ 本事業の実施対象は、次に掲げるとおりとする。 

 

 

（１）仙台市立及び私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別 

支援学校 

（２）前号のほか、宮城県保健福祉部健康推進課長が適当と認める学校 

 

（実施方法） 

第５ （略） 

（１） （略） 

(２) 健康推進課は、拠点病院等に講師派遣を依頼する。拠点病院等は、講 

師と日程調整の上、派遣の可否について、健康推進課に回答する(様式 

２)。健康推進課から実施校に決定通知を送付するとともに、仙台市教 

育委員会（仙台市立の各学校に限る。）にその写しを送付するものとす 

第１ （略）  

 

第２ （略） 

 

（事業内容） 

第３ 本事業は、県内のがん診療連携拠点病院               

 （以下「拠点病院 」という。）の協力の下、外部講師による「がん教育」

の実施を希望する学校に医師や看護師等の医療従事者を派遣する。 

 

（実施対象） 

第４ 本事業の実施対象は、仙台市立及び私立の小学校、中学校、高等学校、 

中等教育学校、特別支援学校                          

        とする。 

（新設） 

 

 

 

（実施方法） 

第５ （略） 

（１） （略） 

(２) 健康推進課は、拠点病院 に講師派遣を依頼する。拠点病院 は、講 

師と日程調整の上、派遣の可否について、健康推進課に回答する(様式 

２)。健康推進課から実施校に決定通知を送付するとともに、仙台市教 

育委員会（仙台市立の各学校に限る。）にその写しを送付するものとす 



新 旧 

る。 

(３)～（５） （略）  

 

（経費） 

第６ 外部講師派遣に係る費用負担（謝金、交通費等）は、拠点病院等が負担 

するものとする。ただし、プロジェクターの準備や配布資料の印刷等の必要 

経費は、実施校が負担するものとする。 

 

第７ （略） 

 

第８ （略） 

る。 

(３)～（５） （略）  

 

（経費） 

第６ 外部講師派遣に係る費用負担（謝金、交通費等）は、拠点病院 が負担 

するものとする。ただし、プロジェクターの準備や配布資料の印刷等の必要 

経費は、実施校が負担するものとする。 

 

第７ （略） 

 

第８ （略） 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月２０日から施行する。 


